
「新会計の決算書のポイント」
皆さん、決算が終わってほっとしておられるところでしょうが、以下にポイントを上げてみますので、今一度決算書を確認してみてください。　　　
１．資金があっているのか
　①貸借対照表の「流動資産ー流動負債」が資金収支計算書の当期末支払資金残高に一致しているか。
２．コストがあっているか
　①貸借対照表の次期繰越活動収支差額が事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額と一致しているか。
　②貸借対照表のうち当期繰越収支差額と事業活動収支計算書の当期収支差額が一致しているか。
３．減価償却があっているか
①貸借対照表の建物、車両、器具及び備品の価額と固定資産台帳のそれぞれの価額が一致しているか
　　②事業活動収支計算書の減価償却額及び国庫補助金等特別積立金取崩額が固定資産台帳の減価償却額及び国庫補助金等特別積立金取崩額と一致しているか
４．社協、共済会、福利協会などの退職共済処理
　　①退職共済預け金（資産、法人負担累計額、旧会計ではその他の固定資産）
　　②退職給与引当金（負債、要支給額で全員が退職した際の退職金）
　　旧会計では「その他の固定資産」「運用財産基金」の切り返し仕訳で、法人負担分を資産計上してきたのですが、新会計では、要支給額として引当金化するのが適切と思われます。ただ、退職者分しか要支給額を知らせない協会もまだあるようで、引当金処理が正確にはできない場合もあります。
５．本部と施設で資金のやりとりがないか
　　①本来施設で支払うべき借入金の返済を、これまで通り本部で支払っている。
②施設で受けるべき補助金を本部で受けている。
　　③運営費を本部で受けて施設に移していなかった。
　　④まちがって本部で施設分を支払ってしまった。
　　　このような場合は立替金、未払金、仮受金、預り金、未収金など流動資産、流動負債をうまく使って処理します。
６．積立金を積み立てたのに、支払資金があわない
　①旧会計と同様に切り返し仕訳的なものが必要な数少ないものの中にこの問題があります。
仕訳例
　人件費積立預金－普通預金－A

　人件費積立金積立額－人件費積立金－B

②未収金等が多くて普通預金を減じるとマイナスになる場合
　この場合は①－Bのみの仕訳をし、①－Aをしないか、又は積立金調整勘定を流動資産に作って①－Aの代わりに　人件費積立預金－積立預金調整勘定　とするのがよいでしょう。
③普通預金残高の中に流動資産と固定資産の積立金が両方含まれている場合
　この場合は、預金調整表で預金残高の内容を明示する必要があります。
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